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告 
 

示 

  
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定

非
営
利
活
動
法
人
を
設
立
し
よ
う
と
す
る
者
か
ら
次
の
と
お
り
申
請
書
が
提
出
さ
れ
た
の
で
、
同

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。 

 

な
お
、
当
該
申
請
に
係
る
定
款
、
役
員
名
簿
、
設
立
趣
旨
書
並
び
に
設
立
当
初
の
事
業
年
度
及

び
翌
事
業
年
度
の
事
業
計
画
書
及
び
活
動
予
算
書
を
、
申
請
書
を
受
理
し
た
日
か
ら
二
月
間
、
県

民
生
活
部
共
助
社
会
づ
く
り
課
及
び
埼
玉
県
南
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
備
え
置
く
方
法

並
び
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
（
埼
玉
県
Ｎ
Ｐ
Ｏ
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（

http://www.saitamaken-npo.net/
）
）
に
よ
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
六
年
四
月
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日 

平
成
二
十
六
年
二
月
二
十
五
日 

二 

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称 

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
ト
オ
ヌ
ッ
プ
の
郷 

三 

代
表
者
の
氏
名 

菊
池 

則
之 

四 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

埼
玉
県
川
口
市
大
字
伊
刈
千
四
百
九
十
七
番
地
の
一 

五 

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的 

こ
の
法
人
は
、
ペ
ッ
ト
を
亡
く
し
た
際
の
悩
み
や
苦
し
み
を
抱
え
る
ペ
ッ
ト
愛
好
家
に
対
し

て
様
々
な
サ
ポ
ー
ト
事
業
を
行
う
と
と
も
に
、
ペ
ッ
ト
慰
霊
施
設
の
運
営
を
通
じ
て
首
都
圏
と

遠
野
地
域
と
の
交
流
を
促
進
し
、
も
っ
て
公
益
の
増
進
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

埼
玉
県
告
示
第
六
百
十
一
号



告 
 

示 

  
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定

非
営
利
活
動
法
人
を
設
立
し
よ
う
と
す
る
者
か
ら
次
の
と
お
り
申
請
書
が
提
出
さ
れ
た
の
で
、
同

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。 

 

な
お
、
当
該
申
請
に
係
る
定
款
、
役
員
名
簿
、
設
立
趣
旨
書
並
び
に
設
立
当
初
の
事
業
年
度
及

び
翌
事
業
年
度
の
事
業
計
画
書
及
び
活
動
予
算
書
を
、
申
請
書
を
受
理
し
た
日
か
ら
二
月
間
、
県

民
生
活
部
共
助
社
会
づ
く
り
課
及
び
埼
玉
県
南
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
備
え
置
く
方
法

並
び
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
（
埼
玉
県
Ｎ
Ｐ
Ｏ
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（

http://www.saitamaken-npo.net/
）
）
に
よ
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
六
年
四
月
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日 

平
成
二
十
六
年
三
月
十
七
日 

二 

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
親
子
サ
ロ
ン
ｍ
ａ
ｎ
ｏ
＆
ｍ
ａ
ｎ
ｏ 

三 

代
表
者
の
氏
名 

柴
﨑 

秋
子 

四 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

埼
玉
県
川
口
市
大
字
東
内
野
五
百
三
番
地
の
十
三 

五 

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的 

こ
の
法
人
は
、
妊
娠
期
の
女
性
か
ら
乳
幼
児
期
の
子
育
て
を
す
る
親
に
対
し
、
子
ど
も
の
健

全
な
育
成
に
関
す
る
子
育
て
支
援
及
び
社
会
教
育
の
推
進
を
図
り
、
安
心
し
て
子
育
て
を
行
う

こ
と
が
で
き
る
社
会
の
実
現
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
告
示
第
六
百
十
二
号



告 
 

示 
  

平
成
二
十
六
年
度
地
籍
調
査
事
業
計
画
を
次
の
と
お
り
定
め
た
の
で
、
国
土
調
査
法
（
昭
和
二

十
六
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
六
条
の
三
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
、
公
示
す
る
。 

平
成
二
十
六
年
四
月
十
八
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

  

加 

須 

市 

加 

須 

市 

 

飯 

能 

市 

 

飯 

能 

市 

 

秩 

父 

市 

 

秩 

父 

市 

 

秩 

父 

市 

 

秩 

父 

市 

 

熊 

谷 

市 

 

熊 

谷 

市 

 

川 

越 

市 

 

川 

越 

市 

 

調
査
を
行
う
者
の
名
称 

飯
積
Ⅳ
（
飯
積
、
麦
倉
の
各
一
部

） 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

飯
積
Ⅲ
（
飯
積
の
一
部
） 

 
 

 
 

 

双
柳
第
五
（
大
字
双
柳
の
一
部
）

 
 

 
 

 

 

双
柳
第
四
（
大
字
双
柳
、
大
字
新

光
の
各
一
部
） 

 
 

 
 

 

鶉
平
第
二
（
大
滝
の
一
部
） 

 

 
 

 

 

大
輪
第
一
（
大
滝
の
一
部
） 

 

 
 

 

 

鶉
平
第
一
（
大
滝
の
一
部
） 

 

 
 

 

 

大
達
原
第
四
（
大
滝
の
一
部
） 

 
 

 
 

 

吉
岡
四
―
二
（
楊
井
、
平
塚
新
田

の
各
一
部
） 

 
 

 
 

 
 

 

 

大
麻
生
一
（
大
麻
生
の
一
部
） 

 
 

 
 

 
 

 

 

高
階
第
三
（
大
字
藤
間
、
大
字 

 

砂
新
田
の
各
一
部
） 

 
 

 

 
高
階
第
二
（
大
字
砂
新
田
、
大
字

 

下
新
河
岸
の
各
一
部
） 

 
 

   

調

査

地

域

 

 

平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら 

 
 

 

 

平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

 

平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら 

 
 

 

平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

 

平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら 

 
 

 

平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

 

平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら 

 
 

 

平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

 

平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら 

 
 

 

平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

 

平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら 

 
 

 

平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

 

平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら 

 
 

 

平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

 

平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら 

 
 

 

平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

 
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら 
 

 

 

平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

 

平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら 

 
 

 

平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

 

平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら 

 
 

 

平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

 

平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら 

 
 

 

平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

    

調

査

期

間

 

埼
玉
県
告
示
第
六
百
十
三
号



 

  

神 

川 

町 

小 

鹿 

野 

町 

小 

鹿 

野 

町 

と 

き 

が 

わ 

町 

と 

き 

が 

わ 

町 

小 

川 

町 

小 

川 

町 

日 

高 

市 

 

日 

高 

市 

 

越 

谷 

市 

 

深 

谷 

市 

 

深 

谷 

市 

 

狭 

山 

市 

 

狭 

山 
市 

 

東 
松 

山 

市 

 

矢
納
三
（
大
字
矢
納
の
一
部
） 

 

般
若
七
（
般
若
の
一
部
） 

 
 

般
若
六
（
般
若
の
一
部
） 

 
 

桃
木
・
田
中
（
大
字
桃
木
、
大
字

田
中
の
一
部
） 

 
 

 
 

 
 

瀬
戸
（
大
字
瀬
戸
元
上
、
大
字
瀬

戸
元
下
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

腰
越
九
（
大
字
腰
越
の
一
部
） 

 

腰
越
八
（
大
字
腰
越
の
一
部
） 

 

日
高
第
四
十
三
（
大
字
中
鹿
山
、

大
字
下
鹿
山
の
各
一
部
） 

 
 

日
高
第
四
十
二
（
大
字
横
手
の
一

部
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

越
谷
第
八
―
一
計
画
区
（
大
字
大

 

泊
の
一
部
） 

 
 

 
 

 
 

 

深
谷
第
三
十
四
（
大
谷
の
一
部
）

 
 

 
 

 

深
谷
第
三
十
三
（
大
谷
の
一
部
）

 
 

 
 

 

狭
山
第
四
十
九
（
富
士
見
二
丁
目

の
一
部
） 

 
 

 
 

 
 

 
狭
山
第
四
十
八
（
富
士
見
二
丁
目

の
一
部
） 

 
 

 
 

 
 

 

東
松
山
八
地
区
（
幸
町
の
一
部
）

 
 

 
 

 

平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら 

 
 

平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら 

 
 

平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら 

 
 

平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら 

 
 

平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら 

 
 

平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら 

 
 

平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら 

 
 

平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら 

 
 

平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら 

 
 

平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら 

 
 

平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら 

 
 

平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら 

 
 

平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら 

 
 

平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら 

 
 

平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら 

 
 

平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 



  

神 
川 

町 

矢
納
四
（
大
字
矢
納
の
一
部
） 

 

平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら 

 

平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で



埼
玉
県
告
示
第
六
百
十
四
号









告 
 

示 

  
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、

上
福
田
土
地
改
良
区
か
ら
当
該
役
員
に
就
任
し
た
者
の
氏
名
及
び
住
所
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り

届
出
が
あ
っ
た
。 

 
 

平
成
二
十
六
年
四
月
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

職
名 

 

氏 

名 
 

 
 

 
 

住 

所 

 

理 

事 

吉 

田 
 

 

昇 
 

埼
玉
県
比
企
郡
滑
川
町
大
字
福
田
三
千
二
百
二
十
八
番
地
七 

埼
玉
県
告
示
第
六
百
十
五
号



告 
 

示 

  
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、

田
甲
土
地
改
良
区
か
ら
当
該
役
員
に
就
任
し
た
者
の
氏
名
及
び
住
所
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
届

出
が
あ
っ
た
。 

 
 

平
成
二
十
六
年
四
月
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

職
名 

 

氏 

名 
 

 
 

 
 

住 

所 

 

理 

事 

金 

子 

富 

男 
 

埼
玉
県
比
企
郡
吉
見
町
大
字
田
甲
六
百
三
番
地
一 

埼
玉
県
告
示
第
六
百
十
六
号



告 
 

示 

  
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、

吉
見
領
土
地
改
良
区
か
ら
当
該
役
員
に
就
任
し
た
者
及
び
当
該
役
員
を
退
任
し
た
者
の
氏
名
及
び

住
所
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。 

 
 

平
成
二
十
六
年
四
月
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

就
任 

職
名 

 

氏 

名 
 

 
 

 
 

住 

所 

 

理 

事 

新 

井 

保 

美 
 

埼
玉
県
比
企
郡
吉
見
町
大
字
北
吉
見
二
千
四
百
七
十
三
番
地 

 

同 
 

 

深 

井 

博 

行 
 

同 
 

同 
 

同 
 

同 

大
和
田
七
百
五
十
四
番
地 

 

同 
 

 

間 

室 

照 

雄 
 

同 
 

同 
 

同 
 

同 

下
銀
谷
百
六
番
地
一 

 

同 
 

 

岩 

崎 

照 

男 
 

同 
 

同 
 

同 
 

同 

荒
子
七
百
四
十
五
番
地
一 

 

同 
 

 

関 

根 

博 

司 
 

同 
 

同 
 

同 
 

同 

北
下
砂
三
百
十
番
地 

 

同 
 

 

吉 

田 

鉃 

男 
 

同 
 

同 
 

同 
 

同 
下
細
谷
四
百
七
十
四
番
地 

 

同 
 

 

荻 

野 
 

 

勇 
 

同 
 

同 
 

同 
 

同 
久
保
田
五
十
四
番
地 

 

同 
 

 

神 

田 

新
一
郎 

 

同 
 

同 
 

同 
 

同 

江
綱
千
二
百
六
十
八
番
地 

 

同 
 

 

村 

田 

芳 

雄 
 

同 
 

同 
 

同 
 

同 

大
串
六
百
二
十
八
番
地 

同 
 

 

森 

田 

慶 

市 
 

同 
 

同 
 

同 
 

同 

上
砂
五
百
二
十
四
番
地 

同 
 

 

蛭 

間 
 

 

貴 
 

同 
 

同 
 

同 
 

同 

上
細
谷
三
十
一
番
地 

同 
 

 

雨 

宮 

建 

次 
 

同 
 

同 
 

同 
 

同 

中
新
井
九
百
十
番
地 

同 
 

 

松 

本 

精 

司 
 

同 
 

同 
 

同 
 

同 

一
ツ
木
六
十
二
番
地 

同 
 

 

笹 

野 

正 

人 
 

同 
 

同 
 

同 
 

同 

黒
岩
三
百
六
十
番
地 

監 

事 

篠 

田 

将 

英 
 

同 
 

同 
 

同 
 

同 

松
崎
十
九
番
地 

 

同 
 

 

小 

島 
 

 

操 
 

同 
 

同 
 

同 
 

同 

谷
口
百
三
十
六
番
地 

 

同 
 

 

村 

田 

泰 

治 
 

同 
 

同 
 

同 
 

同 

前
河
内
四
百
六
十
七
番
地 

二 

退
任 

 

職
名 

 

氏 

名 
 

 
 

 
 

住 

所 

 

理 

事 

新 

井 

保 

美 
 

埼
玉
県
比
企
郡
吉
見
町
大
字
北
吉
見
二
千
四
百
七
十
三
番
地 

同 
 

 

大 

畑 

勝 

治 
 

同 
 

同 
 

同 
 

同 

万
光
寺
二
十
二
番
地 

 

同 
 

 

岩 

崎 

紀 

一 
 

同 
 

同 
 

同 
 

同 

荒
子
六
百
九
十
四
番
地 

 

同 
 

 

中 

島 

利 

男 
 

同 
 

同 
 

同 
 

同 

丸
貫
三
百
八
十
番
地 

 

同 
 

 

吉 

田 

鉃 

男 
 

同 
 

同 
 

同 
 

同 

下
細
谷
四
百
七
十
四
番
地 

 

同 
 

 

島 

田 

武 

良 
 

同 
 

同 
 

同 
 

同 

久
保
田
六
百
四
十
四
番
地 

埼
玉
県
告
示
第
六
百
十
七
号



 

同 
 

 

神 

田 

新
一
郎 

 

同 
 

同 
 

同 
 

同 

江
綱
千
二
百
六
十
八
番
地 

 
同 

 
 

大 

野 

幸 

雄 
 

同 
 

同 
 

同 
 

同 

前
河
内
六
十
七
番
地 

 
同 

 
 

原 
 

 

利 

治 
 

同 
 

同 
 

同 
 

同 

地
頭
方
六
百
六
十
七
番
地 

 

同 
 

 

原 

口 

茂 

治 
 

同 
 

同 
 

同 
 

同 

本
沢
百
四
十
九
番
地 

 

同 
 

 
蛭 

間 
 

 

貴 
 

同 
 

同 
 

同 
 

同 

上
細
谷
三
十
一
番
地 

 

同 
 

 

北 
村 

良 

雄 
 

同 
 

同 
 

同 
 

同 

今
泉
百
五
十
三
番
地 

同 
 

 

山 

崎 
元 

治 
 

同 
 

同 
 

同 
 

同 

山
ノ
下
八
百
六
十
三
番
地 

監 

事 

吉 

田 

健 
一 

 

同 
 

同 
 

同 
 

同 

中
曽
根
二
百
三
十
五
番
地 

 

同 
 

 

深 

井 

博 

行 
 

同 
 

同 
 

同 
 

同 

大
和
田
七
百
五
十
四
番
地 

 

同 
 

 

村 

田 

芳 

雄 
 

同 
 

同 
 

同 
 

同 

大
串
六
百
二
十
八
番
地 



告 
 

示 

 
 

 
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
百
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
羽
尾
表
前
土
地
改
良
区
理
事
長
か
ら
次
の
土
地
改
良
事
業
の
工
事
を
完
了
し
た
旨
の
届
出
が

あ
っ
た
。 

 
 

平
成
二
十
六
年
四
月
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

一 

事
業 

 
 

羽
尾
表
前
土
地
改
良
区
営
土
地
改
良
事
業
（
団
体
営
基
盤
整
備
促
進
事
業
） 

二 

地
区 

 
 

羽
尾
表
前
地
区 

三 

工
事
完
了
年
月
日 

 
 

平
成
二
十
四
年
三
月
六
日 

埼
玉
県
告
示
第
六
百
十
八
号



告 
 

示 

 
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、 

秦
土
地
改
良
区
か
ら
当
該
役
員
に
就
任
し
た
者
及
び
退
任
し
た
者
の
氏
名
及
び
住
所
に
つ
い
て
、

次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。 

 
 

平
成
二
十
六
年
四
月
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

就
任 

 

職
名 

 

氏 
 

 

名 
 

 
 

 

住 
 

 

所 

 

理
事 

荻 

野 

太 

治 
 

埼
玉
県
熊
谷
市
俵
瀬
四
百
七
十
六
番
地 

 

同 
 

増 

田 

征 

一 
 

同 
 

同 
 

日
向
七
百
二
十
番
地
一 

 

同 
 

市
野
瀬 

斤 

三 
 

同 
 

同 
 

弁
財
百
六
十
三
番
地 

 

同 
 

船 

田 

重 

則 
 

同 
 

同 
 

日
向
千
百
八
十
四
番
地 

 

同 
 

舞 

原 

昇 

平 
 

同 
 

同 
 

葛
和
田
八
百
十
八
番
地 

 

同 
 

江
利
川 

俊 

一 
 

同 
 

同 
 

同 
 

九
百
二
十
番
地 

 

同 
 

五
月
女 

清 

孝 
 

同 
 

同 
 

同 
 

八
百
四
十
番
地
一 

 

同 
 

谷 

津 

一 

男 
 

同 
 

同 
 

日
向
五
百
九
十
五
番
地
一 

 

同 
 

市 

川 

豊 

一 
 

同 
 

同 
 

同 

千
百
二
十
九
番
地 

同 
 

小 

峰 

正 

明 
 

同 
 

同 
 

弁
財
百
五
十
八
番
地 

 

同 
 

長
谷
川 

忠 

雄 
 

同 
 

同 
 

上
須
戸
六
百
五
十
三
番
地 

 

同 
 

吉 

田 

孫
兵
衛 

 

同 
 

行
田
市
大
字
北
河
原
二
百
十
二
番
地 

 

同 
 

吉 

野 

福 

司 
 

同 
 

熊
谷
市
日
向
四
百
五
十
二
番
地
二 

 

同 
 

齋 

藤 

清 

思 
 

同 
 

同 
 

葛
和
田
千
八
百
三
十
三
番
地 

 

同 
 

増 

田 
 

 

晃 
 

同 
 

同 
 

日
向
八
百
四
十
番
地 

 

同 
 

山 

本 
 

 

忠 
 

同 
 

同 
 

葛
和
田
三
千
百
六
十
九
番
地 

 

同 
 

加 

藤 

文 

男 
 

同 
 

同 
 

大
野
八
百
八
十
八
番
地 

 

同 
 

巻 

川 

長 

幸 
 

同 
 

同 
 

葛
和
田
六
百
二
十
六
番
地
一 

 

監
事 

飯 

塚 

昌 

利 
 

同 
 

同 
 

同 
 

千
八
百
二
十
三
番
地 

 

同 
 

吉 

野 

勘 

治 
 

同 
 

同 
 

日
向
四
百
五
十
四
番
地
三 

 

同 
 

長
谷
川 

好 

一 
 

同 
 

同 
 

八
ツ
口
九
百
十
五
番
地
二 

二 

退
任 

職
名 

 

氏 
 

 

名 
 

 
 

 

住 
 

 

所 

 

理
事 

荻 

野 

太 

治 
 

埼
玉
県
熊
谷
市
俵
瀬
四
百
七
十
六
番
地 

 

 

同 
 

増 

田 

征 

一 
 

同 
 

同 
 

日
向
七
百
二
十
番
地
一 

埼
玉
県
告
示
第
六
百
十
九
号



 

同 
 

柴 

﨑 

利 

雄 
 

同 
 

同 
 

葛
和
田
三
千
百
八
十
四
番
地
一 

 
同 

 

木 

村 

谷 

吉 
 

同 
 

同 
 

同 
 

千
四
百
四
十
一
番
地 

 
同 

 

五
月
女 

清 

孝 
 

同 
 

同 
 

同 
 

八
百
四
十
番
地
一 

 

同 
 

谷 

津 

一 

男 
 

同 
 

同 
 

日
向
五
百
九
十
五
番
地
一 

 

同 
 

市 
川 

豊 

一 
 

同 
 

同 
 

同 

千
百
二
十
九
番
地 

 

同 
 

市
野
瀬 
斤 

三 
 

同 
 

同 
 

弁
財
百
六
十
三
番
地 

 

同 
 

長
谷
川 
忠 
雄 

 

同 
 

同 
 

上
須
戸
六
百
五
十
三
番
地 

 

同 
 

島 

野 

和
三
郎 

 

同 
 

同 
 

上
中
条
九
百
八
十
九
番
地 

 

同 
 

吉 

野 

福 

司 
 

同 
 

同 
 

日
向
四
百
五
十
二
番
地
二 

同 
 

森 
 

 

正 

美 
 

同 
 

同 
 

同 

八
百
四
十
五
番
地 

 

同 
 

山 

本 
 

 

忠 
 

同 
 

同 
 

葛
和
田
三
千
百
六
十
九
番
地 

 

同 
 

加 

藤 

文 

男 
 

同 
 

同 
 

大
野
八
百
八
十
八
番
地 

 

同 
 

巻 

川 

長 

幸 
 

同 
 

同 
 

葛
和
田
六
百
二
十
六
番
地
一 

 

同 
 

志 

村 
 

 

勇 
 

同 
 

同 
 

同 
 

八
百
三
十
八
番
地 

 

監
事 

長
谷
川 

 
 

進 
 

同 
 

同 
 

上
須
戸
七
百
六
十
五
番
地 

 

同 
 

飯 

塚 

昌 

利 
 

同 
 

同 
 

葛
和
田
千
八
百
二
十
三
番
地 

 

同 
 

吉 

野 

勘 

治 
 

同 
 

同 
 

日
向
四
百
五
十
四
番
地
三 

  
 

 
 

 



告 
 

示 

  
建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
、
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
八
条
第
三
項
の

規
定
に
よ
る
処
分
を
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
六
年
四
月
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

処
分
を
し
た
年
月
日 

 
 

平
成
二
十
六
年
四
月
十
七
日 

二 

処
分
を
受
け
た
者
の
商
号
又
は
名
称
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
許

可
番
号 

三 

処
分
の
内
容 

 
 

法
第
二
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
く
営
業
の
停
止 

 

イ 

停
止
を
命
ず
る
営
業
の
範
囲 

 
 

 

電
気
工
事
業
に
関
す
る
営
業
の
う
ち
、
民
間
工
事
に
係
る
も
の 

 

ロ 

停
止
を
命
ず
る
期
間 

 
 

 

平
成
二
十
六
年
五
月
一
日
か
ら
同
月
三
十
日
ま
で
の
三
十
日
間 

 

四 

処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実 

 
 

株
式
会
社
山
三
電
業
、
株
式
会
社
電
工
、
神
田
電
気
工
事
株
式
会
社
、
中
村
送
電
株
式
会
社

は
、
東
京
電
力
株
式
会
社
が
発
注
す
る
架
空
送
電
工
事
に
お
い
て
、
私
的
独
占
の
禁
止
及
び
公

中
村
送
電
株
式
会

社 神
田
電
気
工
事
株

式
会
社 

株
式
会
社
電
工 

株
式
会
社
山
三
電

業 

商
号
又
は
名
称 

埼
玉
県
北
葛
飾
郡
杉
戸
町

大
字
宮
前
二
八
七
番
地
五 

埼
玉
県
志
木
市
上
宗
岡
二

丁
目
三
番
三
六
号 

埼
玉
県
熊
谷
市
平
戸
一
五

八
四
番
地 

埼
玉
県
志
木
市
下
宗
岡
一

丁
目
一
〇
番
六
号 

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地 

中
村 

文
雄 

篠
田 

和
清 

阿
部 

一
行 

山
口 

幸
男 

代
表
者
の
氏
名 

埼
玉
県
知
事
許
可 

（
般
│
二
二 

 
 

 

特
│
二
五
） 

第
二
二
六
四
八
号 

埼
玉
県
知
事
許
可 

（
般
│
二
二 

 

 

特
│
二
五
） 

第
一
一
九
四
〇
号 

埼
玉
県
知
事
許
可 

（
特
│
二
四
） 

第
六
〇
〇
五
号 

埼
玉
県
知
事
許
可 

（
特
│
二
三
） 

第
四
五
六
四
号 

許
可
番
号 

埼
玉
県
告
示
第
六
百
二
十
号



正
取
引
の
確
保
に
関
す
る
法
律
に
違
反
す
る
行
為
を
行
い
、
公
正
取
引
委
員
会
か
ら
排
除
措
置

命
令
及
び
課
徴
金
納
付
命
令
を
受
け
、
そ
れ
ら
の
命
令
が
確
定
し
た
。 

 
 

こ
の
こ
と
は
、
建
設
業
法
第
二
十
八
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
号
に
該
当
す
る
。 



告 
 

示 

 
 

 
平
成
二
十
五
年
埼
玉
県
告
示
第
千
六
百
九
十
二
号
で
公
示
し
た
公
共
測
量
（
デ
ジ
タ
ル
撮
影 

縮
尺
一
万
分
の
一
）
は
、
平
成
二
十
六
年
三
月
十
九
日
終
了
し
た
旨
測
量
計
画
機
関
で
あ
る
三
郷

市
か
ら
通
知
を
受
け
た
の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に

お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
六
年
四
月
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

埼
玉
県
告
示
第
六
百
二
十
一
号



告 
 

示 

 
 

 
平
成
二
十
六
年
埼
玉
県
告
示
第
三
十
四
号
で
公
示
し
た
公
共
測
量
（
航
空
写
真
撮
影
）
は
、
平

成
二
十
六
年
三
月
二
十
日
終
了
し
た
旨
測
量
計
画
機
関
で
あ
る
八
潮
市
か
ら
通
知
を
受
け
た
の

で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
六
年
四
月
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

埼
玉
県
告
示
第
六
百
二
十
二
号



告 
 

示 

 
 

 
平
成
二
十
六
年
埼
玉
県
告
示
第
百
二
十
号
で
公
示
し
た
公
共
測
量
（
基
準
点
測
量
）
は
、
平
成

二
十
六
年
二
月
二
十
八
日
終
了
し
た
旨
測
量
計
画
機
関
で
あ
る
国
土
交
通
省
関
東
地
方
整
備
局
利

根
川
上
流
河
川
事
務
所
か
ら
通
知
を
受
け
た
の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八

号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
六
年
四
月
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

埼
玉
県
告
示
第
六
百
二
十
三
号



告 
 

示 

 
 

 
平
成
二
十
六
年
埼
玉
県
告
示
第
三
十
六
号
で
公
示
し
た
公
共
測
量
（
一
・
二
級
基
準
点
測
量
）

は
、
平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
日
終
了
し
た
旨
測
量
計
画
機
関
で
あ
る
加
須
市
か
ら
通
知
を
受
け

た
の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
六
年
四
月
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

埼
玉
県
告
示
第
六
百
二
十
四
号



告 
 

示 

 
 

 
平
成
二
十
五
年
埼
玉
県
告
示
第
九
百
八
十
四
号
で
公
示
し
た
公
共
測
量
（
数
値
撮
影
及
び
修
正

測
量
（
レ
ベ
ル
二
五
〇
〇
）
）
は
、
平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
五
日
終
了
し
た
旨
測
量
計
画
機
関

で
あ
る
秩
父
郡
小
鹿
野
町
か
ら
通
知
を
受
け
た
の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十

八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
六
年
四
月
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

埼
玉
県
告
示
第
六
百
二
十
五
号



告 
 

示 

 
 

 
測
量
計
画
機
関
で
あ
る
白
岡
市
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
を
受
け
た

の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
六
年
四
月
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

測
量
計
画
機
関 

 
 

白
岡
市 

二 

作
業
種
類 

 
 

公
共
測
量
（
都
市
計
画
図
作
成
） 

三 

作
業
地
域 

 
 

白
岡
市
全
域 

四 

作
業
期
間 

 
 

平
成
二
十
五
年
十
二
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
日
ま
で 

      

埼
玉
県
告
示
第
六
百
二
十
六
号



告 
 

示 

  
坂
戸
市
か
ら
坂
戸
都
市
計
画
用
途
地
域
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
図
書
の
写
し
を
埼
玉
県
都
市
整
備
部
都
市
計
画
課
に
お
い

て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
六
年
四
月
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

埼
玉
県
告
示
第
六
百
二
十
七
号



告 
 

示 

  
戸
田
市
か
ら
戸
田
都
市
計
画
用
途
地
域
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
図
書
の
写
し
を
埼
玉
県
都
市
整
備
部
都
市
計
画
課
に
お
い

て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
六
年
四
月
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

埼
玉
県
告
示
第
六
百
二
十
八
号



告 
 

示 

  
さ
い
た
ま
市
か
ら
さ
い
た
ま
都
市
計
画
用
途
地
域
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け

た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す

る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
図
書
の
写
し
を
埼
玉
県
都
市
整
備
部
都
市
計
画

課
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
六
年
四
月
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

埼
玉
県
告
示
第
六
百
二
十
九
号



告 
 

示 

  
上
尾
市
か
ら
上
尾
都
市
計
画
用
途
地
域
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
図
書
の
写
し
を
埼
玉
県
都
市
整
備
部
都
市
計
画
課
に
お
い

て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
六
年
四
月
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

埼
玉
県
告
示
第
六
百
三
十
号



告 
 

示 

  
三
郷
市
か
ら
草
加
都
市
計
画
用
途
地
域
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
図
書
の
写
し
を
埼
玉
県
都
市
整
備
部
都
市
計
画
課
に
お
い

て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
六
年
四
月
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

埼
玉
県
告
示
第
六
百
三
十
一
号



告 
 

示 

  
戸
田
市
か
ら
戸
田
都
市
計
画
高
度
地
区
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
図
書
の
写
し
を
埼
玉
県
都
市
整
備
部
都
市
計
画
課
に
お
い

て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
六
年
四
月
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

埼
玉
県
告
示
第
六
百
三
十
二
号



告 
 

示 

  
さ
い
た
ま
市
か
ら
さ
い
た
ま
都
市
計
画
高
度
地
区
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け

た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す

る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
図
書
の
写
し
を
埼
玉
県
都
市
整
備
部
都
市
計
画

課
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
六
年
四
月
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

埼
玉
県
告
示
第
六
百
三
十
三
号



告 
 

示 

  
坂
戸
市
か
ら
坂
戸
都
市
計
画
防
火
地
域
及
び
準
防
火
地
域
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
送
付

を
受
け
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て

準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
図
書
の
写
し
を
埼
玉
県
都
市
整
備
部
都

市
計
画
課
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
六
年
四
月
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

埼
玉
県
告
示
第
六
百
三
十
四
号



告 
 

示 

  
戸
田
市
か
ら
戸
田
都
市
計
画
防
火
地
域
及
び
準
防
火
地
域
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
送
付

を
受
け
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て

準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
図
書
の
写
し
を
埼
玉
県
都
市
整
備
部
都

市
計
画
課
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
六
年
四
月
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

埼
玉
県
告
示
第
六
百
三
十
五
号



告 
 

示 

  
さ
い
た
ま
市
か
ら
さ
い
た
ま
都
市
計
画
防
火
地
域
及
び
準
防
火
地
域
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写

し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項

に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
図
書
の
写
し
を
埼
玉
県
都
市

整
備
部
都
市
計
画
課
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
六
年
四
月
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

埼
玉
県
告
示
第
六
百
三
十
六
号



告 
 

示 

  
坂
戸
市
か
ら
坂
戸
都
市
計
画
地
区
計
画
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
図
書
の
写
し
を
埼
玉
県
都
市
整
備
部
都
市
計
画
課
に
お
い

て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
六
年
四
月
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

埼
玉
県
告
示
第
六
百
三
十
七
号



告 
 

示 

  
さ
い
た
ま
市
か
ら
さ
い
た
ま
都
市
計
画
地
区
計
画
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け

た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す

る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
図
書
の
写
し
を
埼
玉
県
都
市
整
備
部
都
市
計
画

課
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
六
年
四
月
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

埼
玉
県
告
示
第
六
百
三
十
八
号



告 
 

示 

  
上
尾
市
か
ら
上
尾
都
市
計
画
地
区
計
画
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
図
書
の
写
し
を
埼
玉
県
都
市
整
備
部
都
市
計
画
課
に
お
い

て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
六
年
四
月
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

埼
玉
県
告
示
第
六
百
三
十
九
号



告 
 

示 

  
鴻
巣
市
か
ら
鴻
巣
都
市
計
画
地
区
計
画
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
図
書
の
写
し
を
埼
玉
県
都
市
整
備
部
都
市
計
画
課
に
お
い

て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
六
年
四
月
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

埼
玉
県
告
示
第
六
百
四
十
号



告 
 

示 

  
八
潮
市
か
ら
草
加
都
市
計
画
地
区
計
画
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
図
書
の
写
し
を
埼
玉
県
都
市
整
備
部
都
市
計
画
課
に
お
い

て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
六
年
四
月
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

埼
玉
県
告
示
第
六
百
四
十
一
号



告 
 

示 

  
三
郷
市
か
ら
草
加
都
市
計
画
地
区
計
画
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
図
書
の
写
し
を
埼
玉
県
都
市
整
備
部
都
市
計
画
課
に
お
い

て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
六
年
四
月
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

埼
玉
県
告
示
第
六
百
四
十
二
号



告 
 

示 

  
春
日
部
市
か
ら
春
日
部
都
市
計
画
地
区
計
画
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の

で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
図
書
の
写
し
を
埼
玉
県
都
市
整
備
部
都
市
計
画
課
に

お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
六
年
四
月
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

埼
玉
県
告
示
第
六
百
四
十
三
号



告 
 

示 

  
上
尾
市
か
ら
上
尾
都
市
計
画
道
路
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
都
市

計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
図
書
の
写
し
を
埼
玉
県
都
市
整
備
部
都
市
計
画
課
に
お
い
て
縦

覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
六
年
四
月
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

埼
玉
県
告
示
第
六
百
四
十
四
号



告 
 

示 

  
北
本
市
か
ら
北
本
都
市
計
画
道
路
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
都
市

計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
図
書
の
写
し
を
埼
玉
県
都
市
整
備
部
都
市
計
画
課
に
お
い
て
縦

覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
六
年
四
月
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

埼
玉
県
告
示
第
六
百
四
十
五
号



告 
 

示 

  
秩
父
市
か
ら
秩
父
都
市
計
画
火
葬
場
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
都

市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二

十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
図
書
の
写
し
を
埼
玉
県
都
市
整
備
部
都
市
計
画
課
に
お
い
て

縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
六
年
四
月
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

埼
玉
県
告
示
第
六
百
四
十
六
号



告 
 

示 

  
三
郷
市
長
か
ら
草
加
都
市
計
画
下
水
道
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
図
書
の
写
し
を
埼
玉
県
都
市
整
備
部
都
市
計
画
課
に
お
い

て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
六
年
四
月
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

埼
玉
県
告
示
第
六
百
四
十
七
号



告 
 

示 

 
さ
い
た
ま
市
か
ら
さ
い
た
ま
都
市
計
画
公
園
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た

の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
お
い
て
準

用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
図
書
の
写
し
を
埼
玉
県
都
市
整
備
部
公
園

ス
タ
ジ
ア
ム
課
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
六
年
四
月
十
八
日 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

 

埼
玉
県
告
示
第
六
百
四
十
八
号



告 
 

示 

 
埼
玉
県
越
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
千
二
十
六
号 

 

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
開

発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
公
告
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
六
年
四
月
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
越
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

内 

藤 

知 

行 

一 

許
可
番
号 

 
 

平
成
二
十
六
年
四
月
七
日 

 
 

指
令
越
建
セ
第
二
五
〇
〇
六
〇
二
号 

二 

検
査
済
証
番
号 

 
 

平
成
二
十
六
年
四
月
十
一
日 

 
 

越
建
セ
第
三
四
―
一
号 

三 

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

 
 

埼
玉
県
北

飾
郡
杉
戸
町
大
字
木
津
内
字
向
山
五
百
八
十
七
番
一 

四 

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

 
 

埼
玉
県
北

飾
郡
杉
戸
町
大
字
木
津
内
五
百
八
十
三
番
地 

 
 

三
森 

清 



告 
 

示 

 
埼
玉
県
越
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
千
二
十
七
号 

 

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
開

発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
公
告
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
六
年
四
月
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
越
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

内 

藤 

知 

行 

一 

許
可
番
号 

 
 

平
成
二
十
六
年
四
月
十
一
日 

 
 

指
令
越
建
セ
第
二
五
〇
〇
五
三
一
号 

二 

検
査
済
証
番
号 

 
 

平
成
二
十
六
年
四
月
十
一
日 

 
 

越
建
セ
第
三
五
―
一
号 

三 

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

 
 

埼
玉
県
南
埼
玉
郡
宮
代
町
大
字
国
納
字
八
河
内
八
百
十
六
番
一
、
八
百
十
七
番
一 

四 

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

埼
玉
県
久
喜
市
吉
羽
一
―
三
十
二
―
二
十
四 

 
 

特
定
非
営
利
法
人
あ
か
り 

代
表
理
事 

川
岸 

恵
子 



告 
 

示 

 
埼
玉
県
越
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
千
二
十
八
号 

 

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
開

発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
公
告
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
六
年
四
月
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
越
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

内 

藤 

知 

行 

一 

許
可
番
号 

 
 

平
成
二
十
六
年
四
月
十
一
日 

 
 

指
令
越
建
セ
第
二
五
〇
〇
六
一
二
号 

二 

検
査
済
証
番
号 

 
 

平
成
二
十
六
年
四
月
十
四
日 

 
 

越
建
セ
第
三
九
―
一
号 

三 

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

 
 

埼
玉
県
南
埼
玉
郡
宮
代
町
本
田
四
丁
目
三
百
九
十
五
番
一 

四 

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

 
 

埼
玉
県
南
埼
玉
郡
宮
代
町
本
田
三
丁
目
三
番
三
十
八
号 

 
 

株
式
会
社 

モ
リ
エ
ス
テ
ー
ト 

代
表
取
締
役 

森 

文
恵 



告 
 

示 

 
埼
玉
県
越
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
千
二
十
九
号 

 

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
開

発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
公
告
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
六
年
四
月
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
越
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

内 

藤 

知 

行 

一 

許
可
番
号 

 
 

平
成
二
十
六
年
四
月
八
日 

 
 

指
令
越
建
セ
第
二
五
〇
〇
四
二
一
号 

二 

検
査
済
証
番
号 

 
 

平
成
二
十
六
年
四
月
十
五
日 

 
 

越
建
セ
第
四
〇
―
一
号 

三 

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

 
 

埼
玉
県
北

飾
郡
杉
戸
町
大
字
本
郷
字
東
下
六
百
八
十
二
番
六 

四 

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

 
 

東
京
都
千
代
田
区
二
番
町
八
番
地
八 

 
 

株
式
会
社 

イ
ト
ー
ヨ
ー
カ
堂 

代
表
取
締
役 

亀
井 

淳 



告 
 

示 

 
埼
玉
県
議
会
告
示
第
一
号 

 

埼
玉
県
議
会
情
報
公
開
条
例
（
平
成
十
一
年
埼
玉
県
条
例
第
二
号
）
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
、

平
成
二
十
五
年
度
の
公
文
書
の
公
開
の
実
施
状
況
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
六
年
四
月
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
議
会
議
長 

樋 

口 
 

利 
 

 
 

請
求
の
受
付
件
数
及
び
処
理
件
数 

        

三 

一 

四 

平
成
二
十

五
年
度
受

付
件
数 

受

付

件

数 

 

 

〇 

前
年
度
か

ら
の
繰
越

件
数 

三 

一 

四 

計 

 

八 

四 

公
開 

処

理

件

数 

二 

三 

〇 

部
分
公
開 

 

 

〇 

非
公
開 

三 

一 

四 

計 

 

 

〇 

平
成
二
十
六

年
度
へ
の
繰

越
件
数 

 



告 
 

示 

 
埼
玉
県
教
委
告
示
第
十
三
号 

 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
定
例
会
を
次
の
と
お
り
招
集
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
六
年
四
月
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
委
員
長 

千 

葉 

照 

實 
 

 
 

一 

日
時 

 
 

平
成
二
十
六
年
四
月
二
十
四
日 

午
前
九
時
三
十
分 

二 

場
所 

 
 

さ
い
た
ま
市
浦
和
区
高
砂
三
丁
目
十
五
番
一
号 

 
 

埼
玉
県
教
育
局
教
育
委
員
会
室 

三 

議
題 

 
 

当
面
す
る
教
育
関
係
諸
問
題
に
つ
い
て 

 



 

 

 

 

 

 

告 
 

示 

 
埼
玉
県
選
管
告
示
第
二
十
七
号 

 

公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
百
六
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
坂
戸

市
選
挙
管
理
委
員
会
か
ら
、
同
条
第
一
項
第
三
号
の
施
設
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
旨
の
報
告
が

あ
っ
た
。 

 
 

平
成
二
十
六
年
四
月
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長 

滝 

瀬 

副 

次 

坂
戸
市
入
西
地
域

交
流
セ
ン
タ
ー 

施

設

の

名

称 

埼
玉
県
坂
戸
市
大
字
新
堀
百
五
十

九
番
地
一 

所

在

地 

坂
戸
市
長 

管

理

者 

三
百
人 

収

容

人

員 



告 
 

示 

 
埼
玉
県
選
管
告
示
第
二
十
八
号 

 

埼
玉
県
選
挙
管
理
委
員
会
を
次
の
と
お
り
招
集
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
六
年
四
月
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長 

滝 

瀬 

副 

次 

一 

日
時 

平
成
二
十
六
年
四
月
二
十
二
日 

午
後
四
時 

二 

場
所 

埼
玉
県
選
挙
管
理
委
員
会
室 

三 

議
題 

 

 

ア 

公
職
選
挙
法
施
行
令
の
規
定
に
よ
る
不
在
者
投
票
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
施
設
の
指
定
に

つ
い
て 

 

イ 

そ
の
他 

    



告 
 

示 

 
埼
玉
県
労
働
委
員
会
告
示
第
一
号 

 

当
委
員
会
は
、
労
働
関
係
調
整
法
（
昭
和
二
十
一
年
法
律
第
二
十
五
号
）
第
十
条
の
規
定
に
基

づ
き
、
平
成
二
十
六
年
度
あ
っ
せ
ん
員
候
補
者
に
次
の
者
を
委
嘱
し
た
の
で
、
労
働
関
係
調
整
法

施
行
令
（
昭
和
二
十
一
年
勅
令
第
四
百
七
十
八
号
）
第
四
条
及
び
労
働
委
員
会
規
則
（
昭
和
二
十

四
年
中
央
労
働
委
員
会
規
則
第
一
号
）
第
六
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
六
年
四
月
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
労
働
委
員
会
会
長 

石 

田 
 

 

眞 
 

 
 



氏 名 現 職 主 要 経 歴 

 

石田  眞 
早稲田大学大学院法務研究科長、 
埼玉県労働委員会公益委員 

早稲田大学大学院法務研究科教授 
（現職） 

飯塚  肇 
弁護士、 
埼玉県労働委員会公益委員 

埼玉弁護士会副会長 

島村 和男 埼玉県労働委員会公益委員 埼玉県教育委員会教育長 

池澤 幸一 
弁護士、 
埼玉県労働委員会公益委員 

さいたま家庭裁判所調停委員 
（現職） 

小寺 智子 
弁護士、 
埼玉県労働委員会公益委員 

川越市選挙管理委員会委員長 
（現職） 

金井  浩 
電機連合埼玉地方協議会議長、 
埼玉県労働委員会労働者委員 

埼玉日本電気労働組合執行委員長 
（現職） 

松井  健 
ＵＡゼンセン政策・労働条件局部長、 
埼玉県労働委員会労働者委員 

ＵＡゼンセン埼玉県支部長 

贄田 教秋 
埼玉県労働組合連合会副議長、 
埼玉県労働委員会労働者委員 

埼玉県教職員組合中央執行委員長 

小室 隆行 
日本郵政グループ労働組合関東地方本部 
執行委員長、埼玉県労働委員会労働者委員 

日本郵政グループ労働組合中央執行
委員（現職） 

依田  修 
埼玉県電力関連産業労働組合総連合会長、
埼玉県労働委員会労働者委員 

東京電力労働組合埼玉総支部執行委
員長（現職） 

安藤 嘉明 
株式会社佐伯工務店代表取締役社長、 
埼玉県労働委員会使用者委員 

さいたま商工会議所副会頭（現職） 

根岸 茂文 
一般社団法人埼玉県経営者協会専務理事兼
事務局長、埼玉県労働委員会使用者委員 

埼玉地方労働審議会委員（現職） 

斎藤 和康 
株式会社大和薬局代表取締役、 
埼玉県労働委員会使用者委員 

和光市商工会会長（現職） 

柳沢 幸一 
株式会社芝浦電子顧問、 
埼玉県労働委員会使用者委員 

株式会社あさひ銀行丸の内支店長 

石川 義明 
石川金属機工株式会社代表取締役、 
埼玉県労働委員会使用者委員 

川口鋳物工業協同組合総務委員長 
（現職） 

鈴木  享 埼玉県労働委員会事務局長  

菊地 仁美 
埼玉県労働委員会副事務局長兼審査調整 
課長 

 

杉田  敏 埼玉県労働委員会事務局審査調整課主幹  

新舩 洋一 埼玉県労働委員会事務局審査調整課主幹  

井上 貴雄 埼玉県労働委員会事務局審査調整課主査  

山瀬 恵子 埼玉県労働委員会事務局審査調整課主査  

渋谷 敦司 埼玉県労働委員会事務局審査調整課主査  

松井 若菜 埼玉県労働委員会事務局審査調整課主査  

 



正 
 

誤 

 

 
埼
玉
県
規
則
第
二
十
五
号
（
平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
七
日
号
外
第
七
号
）
中
訂
正 

 

ペ
ー
ジ 

行 

一 
 

 

前
か
ら
十
二 

 

誤 

 

別
表
第
一
号
の
表
中
表
の
部
分
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

正 

 

別
表
第
一
号
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

  

ペ
ー
ジ 

 

表
中 

 

行 

四 
 

 
 

備
考 

 

前
か
ら
一
か
ら
二
ま
で 

 

誤 

 

ロ
ホ
ン
（
四 

本
）
、 

 

正 

 

ロ
ホ
ン
（
四
本
）
、 

  

ペ
ー
ジ 

 

表
中 

 

行 

四 
 

 
 

備
考 

 

前
か
ら
十
三
か
ら
十
四
ま
で 

 

誤 

 

ロ
ホ
ン
（
八 

本
）
、 

 

正 

 

ロ
ホ
ン
（
八
本
）
、 

  



 

ペ
ー
ジ 

 

表
中 

 

行 
五 

 
 

 

備
考 

 

前
か
ら
二
十
七
か
ら
二
十
九
ま
で 

 

誤 

 

ス
ポ
ッ
ト
ラ
イ
ト
（
一
二
五 

台
）
、 

 

正 

 

ス
ポ
ッ
ト
ラ
イ
ト
（
一
二
五
台
）
、 

  

ペ
ー
ジ 

 

表
中 

 

行 

六 
 

 
 

名
称 

 

前
か
ら
十
三 

 

誤 

 

照
明
Ｅ
セ
ッ
ト
（
大
ホ
ー
ル
） 

 

正 

 

照
明
Ｅ
セ
ッ
ト
（
同
） 

  

ペ
ー
ジ 

 

表
中 

 

行 

六 
 

 
 

備
考 

 

前
か
ら
七
か
ら
九
ま
で 

 

誤 

 

ス
ポ
ッ
ト
ラ
イ
ト
（
二
○
○ 

台
）
、 

 

正 

 

ス
ポ
ッ
ト
ラ
イ
ト
（
二
○
○
台
）
、 

  

ペ
ー
ジ 

 

表
中 

 

行 

七 
 

 
 

名
称 

 

前
か
ら
二
十
七 

 



誤 

 
同
（
ヤ
マ
ハ
Ｃ
Ｆ

Ⅲ  
）
（
同
） 

 

正 

 

同
（
ヤ
マ
ハ
Ｃ
Ｆ
Ⅲ
）
（
同
） 

  

ペ
ー
ジ 

 

表
中 

 

行 

九 
 

 
 

単
位 

 

前
か
ら
五 

 

誤 

 

一
本 

 

正 

 

一
枚 

  



正 
 

誤 

 
埼
玉
県
収
用
委
員
会
告
示
第
一
号
（
平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
八
日
第
二
千
五
百
八
十
号
）
中

訂
正 

 ペ
ー
ジ 

行 

一 
 

 

前
か
ら
十 

誤 「
（
以
下
「
長
た
る
指
名
委
員
」
と
い
う
。
） 

正 「
（
以
下
「
長
た
る
指
名
委
員
」
と
い
う
。
）
」 

 

ペ
ー
ジ 

行 

一 
 

 

前
か
ら
十
四
か
ら
十
六
ま
で 

誤 

第
八
条
第
三
項
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
第
四
号
を
第
三
号
と
し
、
第
五
号
中
「
事
務
局
の
」

を
削
り
、
第
五
号
を
第
四
号
と
し
、
第
四
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

五 

議
題
及
び
議
事
の
概
要 

正 

第
八
条
第
二
項
中
第
三
号
を
削
り
、
第
四
号
を
第
三
号
と
し
、
第
五
号
中
「
事
務
局
の
」
を
削

り
、
第
五
号
を
第
四
号
と
し
、
第
四
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

五 

議
題
及
び
議
事
の
概
要 

 

第
八
条
第
三
項
を
削
る
。 
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